
国民健康保険制度および後期高齢者医療保険制度からのお知らせ

療養費について

　次のような場合は、いったん全額を本人が支払い、あとから市窓口へ申請をして認められると自己負担額以外の部分が『療養費』として支給されます。
　○やむを得ず、被保険者証（保険証）を持たないで診療を受けたとき
　○海外渡航中に治療を受けたとき（治療目的の渡航は除く）
　○緊急の手術や重病などやむ得ない理由により、医師が認めた入院、転院をする場合でかつ救急車での搬送が困難な移送となったとき（移送費）
　○医師の指示でコルセットなどの治療用装具をつくったとき
　○医師の同意を得て、あんま・マッサージ、はり・灸などの施術を受けたとき

　柔道整復（接骨・整骨・骨つぎ）とは、骨や関節・筋肉の
ケガ（すべったり、転んだり、ぶつけたりしたときの新し
い負傷）の治療・応急手当を目的とする施術です。

療養の給付について
　被保険者の方が病気やケガにより保険医療機関等にかかるとき、窓口で被保険者証を提示すれば、医療費の自己負担部分（1～3割）をお支払
いいただくだけで医療を受けることができます。医療費の残りの部分は保険者（市または香川県後期高齢者医療広域連合）が療養の給付として
保険医療機関等に支払います。

健康診査を
受けましたか?

≪特定健康診査・後期高齢者の
健康診査を受ける手順≫

① 受診券を確認する
　対象の方には受診券と質問票をお送り
しています。紛失された方には再発行し
ますので、下記までご連絡ください。

② 受診する医療機関を確認する
　市内の実施医療機関へ直接お問い合
わせください。

③ 医療機関で健康診査を受ける
　≪持ち物≫受診券・質問票・保険証・

自己負担金800円

④ 医療機関で健診結果を確認する

〔特定健康診査対象者〕
さぬき市国保にご加入の40歳以上の方

〔後期高齢者の健康診査対象者〕
後期高齢者医療保険にご加入の方
※ただし、妊産婦、介護保険施設等に
入所されている方は健診の対象と
ならない場合があります。

高齢者の在宅での生活を支えるため、
様々なサービスがあります

【高齢者在宅福祉サービス】（※自己負担が必要なものもあります。）
①高齢者福祉タクシー助成事業
内　容　高齢者の外出支援と経済的負担の軽減のため、タクシーを利用した場合のタクシー

料金の一部を助成します。　【1枚あたり、500円の助成券16枚を交付】
対象者　助成対象者は、申請時点において次の条件を全て満たす方
　　　　・満80歳以上の方　　　・要介護、要支援の認定をお持ちの方
　　　　・市民税非課税世帯に属している方　　　・在宅の方

②老人日常生活用具給付等事業
内　容　電磁調理器、火災警報器、自動消火器の給付
対象者　おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らしの方で、心身機能の低下に伴い防火等の

配慮が必要な方
③緊急通報装置設置運営事業
内　容　急病などの緊急時にボタンを押すだけで、あらかじめ指定している連絡先等に通報で

きる機器を給付（消防署等にはつながりません）
対象者　市民税非課税世帯で、65歳以上のひとり暮らしの方、または介護者が不在となりがち

な高齢者世帯等
④紙おむつ給付事業
内　容　市内に住所があり引き続き1年以上居住している方で、6か月以上寝たきりの高齢者や認知

症の状態にある方、および医師が認めた尿失禁等のある方に対して「紙おむつ」を年4回給付
申請者　市内に住所があり、上記の方を在宅で介護している同居の親族の方
その他　給付の要件については、条件がありますので別途お問い合わせください。

【問・申】長寿介護課　☎（0879）26-9904

老人クラブ
　老人クラブに登録して、今まで培った知識や経験を生かし活動してみませんか。
　外出の機会が少なくなる高齢期に「声をかけ誘ってくれる」、「情報を届けてくれる」そうした
仲間がいることは、大きな安心です。

　接骨院・整骨院から保険者への療養費の請求の中には、保険対象とならない施術についての請求や、不適切な請求が見つかることがありま
す。適正な保険給付のために調査が必要と判断される場合には、保険者より被保険者の方に「負傷原因」「施術年月日」「施術内容」等を直接照会
する場合があります。
　このため、医療費通知や領収書は保管していただき、照会がありましたら、回答にご協力をお願いいたします。

保険が使える施術 全額自己負担になる施術

•打撲
•ねんざ
•挫傷（肉離れなど）
•骨折・脱臼
　※応急手当の場合を除き、
　　医師の同意が必要です。

•単なる肩こり、腰痛、肉体疲労
•特にケガはないが、気持ちがいいから受ける
　もの（慰安目的）
•古傷など、症状改善が見られない長期の治療
•脳疾患後遺症などの慢性病
•整形外科や外科での治療中の部位　など

接骨院・整骨院にかかるときは…
　♢負傷の原因を正しく伝えて施術を受けましょう。
　♢治療が長引く場合は、一度医師の診断を受けましょう。

【問】国保・健康課　☎（0879）26-9907　　香川県後期高齢者医療広域連合事務局　☎（087）811-1866

【問】国保・健康課　☎（0879）26-9907
【問】長寿介護課　☎（0879）26-9904　　社会福祉協議会　☎（0879）26-9940

－いったん全額自己負担したとき－

－柔道整復（接骨院・整骨院）のかかり方－

実施期間は、

10月31日（木）までです！

あなたの経験を地域で生かしてみませんか

手話通訳者の
設置について

　市では、手話をコミュニケー
ション手段としている方が福祉
事務所を利用する際等の手助
けをするため、定期的に手話通
訳者を設置しています。ご相談
や手話に関するお話も受け付
けていますので、気軽にお立ち
寄りください。

2つの条例を新しく制定しました障害福祉課より

○利用対象者
　市内に居住する聴覚障害者、
その他手話に関する相談等
を希望される方

○設置場所
　寒川庁舎1階相談室

○設置日・時間
　毎週水曜日（水曜日が休日の
場合は、その翌日）

　8：30 ～ 17：00

手話通訳者および
要約筆記者の

派遣を行っています
○派遣の対象となるのは…
　　市内に住所を有し、聴覚、
音声機能または言語機能に
障害があり、手話または要約
筆記によるコミュニケーショ
ンを必要とする方が、官公
署、医療機関その他日常生活
を営む上で必要な機関で手
続きをするときなどです。
○以下の場合は、派遣対象とな
りません。

　・営利を目的としている場合
　・個人の趣味や娯楽に関する 
　場合

　・講演会等、主催者側の経費  
　で賄える場合

　・政治的行為や宗教的な目的
　の場合

※手話通訳者および要約筆記
者の派遣を受けたいときは、
それぞれ事前の申請（基本的
には、派遣を希望する日の1
週間前までに）が必要です。

【問】障害福祉課　☎（0879）26-9903

【問】障害福祉課
☎（0879）26-9903

【問】障害福祉課
☎（0879）26-9903

　平成28年4月に施行された「障害者
差別解消法」では、県や市町などの行
政機関、会社やお店などの民間事業者
が、障害者に対し「不当な差別的取扱
い」をすることを禁止し、「合理的な配
慮」を提供することが求められていま
す。
　市では、障害者差別の解消に向けた
取組みの具体的施策として、障害のあ
る人もない人も分け隔てられること
なく、お互いに一人ひとりの尊厳を大
切にしあう共生のまちづくりを推進す
るため、本条例を制定しました。

〈条例の概要〉
障害を理由とする差別の解消について
の基本理念を定め、市の責務並びに市
民および事業者の役割を明らかにす
るとともに、障害を理由とする差別の
解消のための施策などについて定め
ています。

〈「不当な差別的取扱い」とは〉
正当な理由が無いのに、障害を理由と
して、サービスの提供を拒否したり、制
限したりすることは禁止されています。

〈「合理的配慮」とは〉
障害のある人から配慮を求められた
場合には、負担になりすぎない範囲で
応えることが求められます。

　市では、手話が言語であるとの認識を深
め、障害の特性に応じたコミュニケーショ
ン手段への理解を広げる取組みをより一
層推進することにより、障害者の権利を守
り、全ての人が相互に人格と個性を尊重し
ながら、多様性を認め合う共生社会を実現
するため、本条例を制定しました。

「さぬき市障害を理由とする
 差別をなくし共に学び

 共に生きる社会づくり条例」

「さぬき市手話言語及び障害の特性に
応じたコミュニケーション手段に

関する条例」

〈条例の概要〉
「手話が言語であるとの認識の拡大」と「障
害の特性に応じたコミュニケーション手段
の普及啓発及び利用促進」に関する基本理
念を定め、市の責務並びに市民および事業
者の役割を明らかにするとともに、市の施
策の推進などについて定めています。

〈手話言語とは〉
手話は、音声言語である日本語や英語と同
じように独自の言語体系を持ち、手や指の
動きの他にも、空間や表情などを用いて視
覚的に表現する言語です。

〈障害の特性に応じた
コミュニケーション手段とは〉

手話、要約筆記、点字、音訳、絵図など、それ
ぞれの障害の特性やその方の状況に応じた
様々なコミュニケーション手段があります。

　今後、これらの手段に対する理解の促進
や環境の整備など、関連施策を推進してい
きます。

要約筆記サークル「幸」
『聞こえ』の講座の開催について

【問】要約筆記サークル「幸」　☎・FAX（087）895-2151

第2回　9月29日（日）　13時30分～16時
○　生活弱者（障害者・高齢者等）を取り巻く環境　～虐待って特別なこと?～
○　心の疲れにアロマでハンドマッサージ

場　所　造田ふれあいプラザ（JR造田駅前）

第3回　10月27日（日）　13時30分～16時
○　もしも災害が起きてしまったら　～防災と減災～
○　避難所でもできる　ストレス解消ストレッチ
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